
泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-42,90,128,129,130,188,189,190

記載の適正化（下線部参照）
(旧)
Ｂ－格納容器スプレイポンプ（自己冷却）（RHRS-CSS連絡ライン使用）
(新)
Ｂ－格納容器スプレイポンプ

4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-31,70,107,108,109,170,171 同上

2

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-52,58,75,91

条文間で記載表現を統一
(旧)
・SG直接給水用高圧ポンプ，補助給水ピット
重大事故等対処設備である電動補助給水ポンプ等のバックアップであり，運
転不能を判断してからの準備となるので系統構成に時間を要するが，揚程が
高いポンプであることから蒸気発生器への注水手段として有効である。
(新)
・SG直接給水用高圧ポンプ，補助給水ピット
系統構成に時間を要し，蒸気発生器への注水開始までの所要時間が約60分と
なるため，蒸気発生器がドライアウトするまでに確実な注水を確保すること
は困難であるが，補助給水ポンプの代替手段として長期的な事故収束のため
の蒸気発生器への注水手段として有効である。

6

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-40,45,58,70 同上

3

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-92

記載の適正化（下線部参照）
(旧)
事象の判別を行う運転手順
(新)
事象の判別を行う運転手順書

8

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-71 同上

技術的能力 1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-
94,113,132,133,136,142,149,162,163,16

5,172,186,192,193,201

条文内で記載表現を統一（下線部参照）
(旧)
ⅲ．操作の成立性
上記の操作は，運転員（中央制御室）１名で実施する。
操作については，中央制御室で通常の運転操作にて対応する。
(新)
ⅲ．操作の成立性
上記の操作は，運転員（中央制御室）１名にて操作を実施する。
操作器による中央制御室からの遠隔操作であるため，速やかに対応できる。

10

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-
74,95,110,112,121,143,144,146,154,167

,172,174,181
同上

5

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-95

記載の適正化（下線部参照）
(旧)
ⅰ．手順着手の判断基準
充てんポンプによる原子炉容器への注水開始後，又は充てんポンプの故障等
により原子炉容器への注水を充てん流量等により確認できない場合に，原子
炉容器へ注水するために必要な燃料取替用水ピット水位が確保されている場
合。
(新)
ⅰ．手順着手の判断基準
充てんポンプによる原子炉容器への注水開始後，又は充てんポンプの故障等
により原子炉容器への注水を充てん流量等にて確認できない場合に，原子炉
容器へ注水するために必要な燃料取替用水ピット水位が確保されている場
合。

12

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-77 同上

6

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-114,123

記載の適正化（下線部参照）
(旧)
運転員（中央制御室）１名，運転員（現場）１名・・・
(新)
運転員（中央制御室）１名及び運転員（現場）１名・・・

14

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-96,103 同上
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

7

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-123

記載の適正化（下線部参照）
(旧)
ⅰ．手順着手の判断基準
全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却機能喪失時に，代替格納容器スプレ
イポンプの故障等により，原子炉容器への注水を代替格納容器スプレイポン
プ出口積算流量等にて確認できない場合に，原子炉容器へ注水するために必
要な燃料取替用水ピットの水位が確保されている場合。
(新)
ⅰ．手順着手の判断基準
全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却機能喪失時に，代替格納容器スプレ
イポンプの故障等により，原子炉容器への注水が代替格納容器スプレイポン
プ出口積算流量等にて確認できない場合に，原子炉容器へ注水するために必
要な燃料取替用水ピットの水位が確保されている場合。

16

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-103 同上

8

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-129,168,189

条文内で記載表現を統一（下線部参照）

(新)
ⅲ．操作の成立性
上記の操作は，運転員（中央制御室）１名，運転員（現場）２名及び災害対
策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから可搬型大型送
水ポンプ車による原子炉容器への注水開始まで260分以内で可能である。

18

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-108,151,170 同上

9

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-130,169,190

条文内で記載表現を統一（下線部参照）

(新)
ⅲ．操作の成立性
上記の操作は，運転員（中央制御室）１名，運転員（現場）２名及び災害対
策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから可搬型大型送
水ポンプ車による原子炉容器への注水開始まで185分以内で可能である。

20

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-109,152,171 同上
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10

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-130,170,191

条文内での記載表現を統一（下線部参照）

(新)
ⅲ．操作の成立性
上記の操作は，運転員（中央制御室）１名，運転員（現場）２名及び災害対
策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから可搬型大型送
水ポンプ車による原子炉容器への注水開始まで235分以内で可能である。

22

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-109,153,172 同上

11

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-133

条文内で記載表現を統一（下線部参照）
(新)
(ⅰ) 手順着手の判断基準
１次冷却材喪失事象時における再循環運転時において原子炉補機冷却機能喪
失を原子炉補機冷却水供給母管流量等にて確認した場合に，可搬型大型送水
ポンプ車による代替補機冷却により冷却水が確保され，高圧代替再循環運転
をするために必要な格納容器再循環サンプの水位が確保されている場合。

24

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-111 同上

12

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-135,186,201

条文内で記載表現を統一（下線部参照）
(新)
ⅲ．操作の成立性
上記の操作は，運転員（中央制御室）１名，運転員（現場）１名及び災害対
策要員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからＢ－充てんポ
ンプ（自己冷却）による原子炉容器への注水開始まで・・・

26

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-115,169,180 同上
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

13

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-151,158,181,200

技術的能力1.5想定時間更新による水平展開で想定時間を修正を実施。（下
線部を修正。）
(旧)
(c) 操作の成立性
上記の操作は，運転員（中央制御室）１名，運転員（現場）２名及び災害対
策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから蒸気発生器２
次側のフィードアンドブリード開始まで565分以内で可能である。
(新)
(c) 操作の成立性
上記の操作は，運転員（中央制御室）１名，運転員（現場）２名及び災害対
策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから蒸気発生器２
次側のフィードアンドブリード開始まで545分以内で可能である。

28

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-134,139,160,178 同上

14

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-152

条文内で記載表現を統一（下線部参照）
(旧)
ⅰ．手順着手の判断基準
タービン動補助給水ポンプ及び電動補助給水ポンプの故障等により，蒸気発
生器へ注水されていることを補助給水流量等により確認できない場合に，蒸
気発生器へ注水するために必要な補助給水ピット水位が確保されている場
合。
(新)
ⅰ．手順着手の判断基準
タービン動補助給水ポンプ及び電動補助給水ポンプの故障等により，蒸気発
生器へ注水されていることを補助給水流量等にて確認できない場合に，蒸気
発生器へ注水するために必要な補助給水ピット水位が確保されている場合。

30

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-135 同上
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15

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-161

記載の適正化（下線部参照）
(旧)
ⅰ．手順着手の判断基準
発電用原子炉停止中に余熱除去ポンプの故障等により，余熱除去設備による
崩壊熱除去機能が喪失し，原子炉容器への注水を低圧注入流量等にて確認で
きない場合に，発電用原子炉へ注水するために必要な燃料取替用水ピットの
水位確保されている場合。
(新)
ⅰ．手順着手の判断基準
発電用原子炉停止中に余熱除去ポンプの故障等により，余熱除去設備による
崩壊熱除去機能が喪失し，原子炉容器への注水を低圧注入流量等にて確認で
きない場合に，原子炉容器へ注水するために必要な燃料取替用水ピットの水
位確保されている場合。

32

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-142 同上

16

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-166,172

条文内で記載表現を統一（下線部参照）

(新)
ⅲ．操作の成立性
上記の操作は，運転員（中央制御室）１名及び運転員（現場）１名にて作業
を実施した場合，作業開始を判断してからＢ－格納容器スプレイポンプ
（RHRS-CSS連絡ライン使用）による原子炉容器への注水開始まで・・・

34

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-147,154 同上

17

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-175

条文内で記載表現を統一（下線部参照）
(旧)
ⅰ．手順着手の判断基準
電動主給水ポンプの故障等により，蒸気発生器への注水を主給水ライン流量
等により確認できない場合に，蒸気発生器へ注水するために必要な補助給水
ピット水位が確保されている場合。
(新)
ⅰ．手順着手の判断基準
電動主給水ポンプの故障等により，蒸気発生器への注水を主給水ライン流量
等にて確認できない場合に，蒸気発生器へ注水するために必要な補助給水
ピット水位が確保されている場合。
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36

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-156 同上

18

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-187

条文内で記載表現を統一（下線部参照）

(新)
ⅲ．操作の成立性
上記の操作は，運転員（中央制御室）１名及び運転員（現場）２名により作
業を実施した場合，作業開始を判断してからＢ－格納容器スプレイポンプ
（自己冷却）（RHRS-CSS連絡ライン使用）による原子炉容器への注水開始ま
で・・・

38

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-169 同上

19

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-192

条文内で記載表現を統一（下線部参照）
(旧)
(ⅰ) 手順着手の判断基準
発電用原子炉停止中に原子炉補機冷却機能喪失を原子炉補機冷却水供給母管
流量等にて確認した場合に，可搬型大型送水ポンプ車により代替補機冷却に
よる冷却水が確保され，高圧代替再循環運転をするために必要な格納容器再
循環サンプ水位が確保されている場合。
(新)
(ⅰ) 手順着手の判断基準
発電用原子炉停止中に原子炉補機冷却機能喪失を原子炉補機冷却水供給母管
流量等にて確認した場合に，可搬型大型送水ポンプ車による代替補機冷却に
より冷却水が確保され，高圧代替再循環運転をするために必要な格納容器再
循環サンプ水位が確保されている場合。

40

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-173 同上
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20

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-194

条文内で記載表現を統一（下線部参照）
(旧)
ⅰ．手順着手の判断基準
発電用原子炉停止中にタービン動補助給水ポンプ及び電動補助給水ポンプの
故障等により蒸気発生器への注水されていることを補助給水流量等により確
認できない場合に，蒸気発生器へ注水するために必要な補助給水ピット水位
が確保されている場合。
(新)
ⅰ．手順着手の判断基準
発電用原子炉停止中にタービン動補助給水ポンプ及び電動補助給水ポンプの
故障等により蒸気発生器への注水されていることを補助給水流量等にて確認
できない場合に，蒸気発生器へ注水するために必要な補助給水ピット水位が
確保されている場合。

42

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-175 同上

21

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-208

誤記訂正（下線部参照）
(旧)
第1.4-37図
(新)
第1.4.37図

44

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-188 同上

22

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-213

誤記訂正（下線部参照）
(旧)
代替非常用発電機及び可搬型大型送水ポンプ車への燃料補給の手順は，
「1.14電源の確保に関する手順等」のうち，1.14.2.4「燃料の補給の手順
等」にて整備する。
(新)
代替非常用発電機及び可搬型大型送水ポンプ車への燃料補給の手順は，
「1.14電源の確保に関する手順等」のうち，1.14.2.4「燃料の補給の手順」
にて整備する。

46

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-195 同上
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23

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-254,284,285

第1.4.2表　監視計器一覧のうち，操作欄における同様手順の記載につい
て，適正化を実施(補機冷却水(海水)通水に関する記載を削除)。
(旧)
1.4.2.1(2)ｂ.(a)ⅰ.「可搬型大型送水ポンプ車を用いたＡ－高圧注入ポン
プによる高圧代替再循環運転」の操作手順と同様である。
可搬型大型送水ポンプ車による冷却水通水については，「1.5 最終ヒートシ
ンクへ熱を輸送するための手順等」のうち，1.5.2.1(5)ａ.「可搬型大型送
水ポンプ車によるＡ－高圧注入ポンプへの補機冷却水（海水）通水」の操作
手順と同様である。
(新)
1.4.2.1(2)ｂ.(a)ⅰ.「可搬型大型送水ポンプ車を用いたＡ－高圧注入ポン
プによる高圧代替再循環運転」の操作手順と同様である。

48

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-239,269,271 同上

24

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-372,374

代替所内電気設備において，既設新設区分の適正化を実施。
｢新設｣→｢既設新設｣

50

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-367,369 同上

25

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-380,381

電源構成図の各電源について,給電元の記載適正化を実施。

52

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-375,376 同上

26

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-401

記載の適正化
｢Ｂ－充てんポンプ（自己冷却）｣→｢Ｂ－充てんポンプ自己冷却運転｣
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54

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-407 同上

27

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-403

記載の適正化
「フレキシブル配管」→「可搬型ホース」

56

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-411 同上

28

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-408

記載の適正化
｢トレンド監視｣不可→｢計測｣不可

58

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-418 同上

29

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-408

誤記訂正
｢当たっては｣→｢あたっては｣

60

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-418 同上

30

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-410

記載の適正化
｢。｣句読点追記
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62

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-419 同上

63

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-420

相違理由の追加
【大飯】申請プラントの相違

31

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-425，426，436，437

マスキング箇所の適正化
・格納容器サンプの下端水位のマスキングを削除

65

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-432，433，442，443 同上

32

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-441

誤記訂正（下線部参照）

誤）連通穴等
正）連通管等

67

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-447 同上

33

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-442

技術的能力1.5作業時間更新による水平展開で作業時間の想定時間と訓練実
績等時間の修正を実施。（下線部参照）

(旧)　　作業時間（想定）　　　：290分
　　　　作業時間（訓練実績等）：210分
(新)　　作業時間（想定）　　　：335分
　　　　作業時間（訓練実績等）：240分

69

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-449 同上
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34

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-442

可搬型ホース敷設ルート表の記載を統一のため修正（下線部参照）

(旧)
T.P.33.1m可搬型大型送水ポンプ車代替給水ライン接続口
(新)
T.P.33m可搬型大型送水ポンプ車代替給水ライン接続口

71

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-450 同上

35

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-445

「（重力注水経路）」の表を大飯同様の位置に移動（記載内容の変更は無
し。）

73

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-453 同上

36

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-446，447

代替格納容器スプレイポンプ及び蓄圧タンクによる「炉心注水」及び「代替
炉心注水」の表現を，文書中の表現に統一して「原子炉容器への注水」に修
正。

75

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-456，457 同上

76

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-456

泊3号炉との比較対象の記載及び相違理由の記載の誤記を修正（下線部参
照）

(旧)
【比較のため，大飯３／４号炉 有効性評価5.2全交流動力電源喪失の添付資
料5.2.2を掲載】
(新)
【比較のため，玄海３／４号炉 有効性評価5.2全交流動力電源喪失の添付資
料5.2.2を掲載】
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77

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-458

相違理由の追加
運用の相違
・泊はCV内入退域者を名簿で管理するが、CV退避時には常駐する出入管理員
が全作業員の退避完了を再確認する運用は大飯と同様

37

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-454

「１．優先順位の考え方」と「３．代替格納容器スプレイポンプ運転時の他
機器への影響評価」の以下の記載を代替格納容器スプレイポンプの優先順位
表の記載と統一（下線部参照）

(旧)
原子炉容器への注水
(新)
原子炉容器への注水（落下遅延・防止）

79

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-464 同上

80

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-464

相違箇所の青枠線の表示箇所の誤りを修正
代替格納容器スプレイポンプの優先順位表の「炉心損傷後」の上段に記載の
ある青色枠線（記載内容の相違）を「代替格納容器スプレイ」から「原子炉
格納容器下部への注水」に付替え修正した。

38

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-455

表中の以下の記載を削除（下線部参照）
「参考資料①　代替格納容器スプレイポンプ各機能における手順着手の判断
基準」の「代替炉心注水」の手順着手の判断基準の記載統一のため一部削
除。
(旧)
Ｂ－格納容器スプレイポンプ（ＲＨＲＳ－ＣＳＳ連絡ライン使用）
(新)
Ｂ－格納容器スプレイポンプ

82

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-465 同上

39

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-461

「２.操作手順の解釈一覧」の誤記を修正。
他条文と統一し，「操作手順記載内容」及び「解釈」を修正した。
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84

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104-9 r.6.0）

1.4-471 同上

40

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子
炉を冷却するための手順等（SAT104 r.6.0）

1.4-462，463

「３．弁番号及び弁名称一覧」の弁名称及び操作場所の誤記を修正。（下線
部参照）
「3FCV-138　充てん流量制御弁」は重複して記載していたため，１項目削除
した。

誤）充てんライン流量制御弁
正）充てん流量制御弁

Ａ，Ｂ，Ｃ－主蒸気逃がし弁の操作場所
誤）中央制御室
正）中央制御室，原子炉建屋T.P.33.1m

燃料移送管仕切弁の弁番号追加
誤）－
正）3V-FH-000
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